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は
じ
め
に

近
年
、
中
世
史
の
分
野
に
お
い
て
漆
へ
の
関
心
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
。
網
野
善
彦
氏
が
中
世
の

漆
に
関
す
る
研
究
に
先
鞭
を
つ
け
、

（
１
）

そ
の
後
、
川
戸
貴
史
氏
、
飯
沼
徹
氏
等
が
備
中
国
新
見
荘

の
漆
に
関
す
る
研
究
を
発
表
し
て
い
る
。

（
２
）

考
古
学
の
分
野
に
お
い
て
も
、
四
柳
嘉
章
氏
が
、
漆
や
漆
器
に
関
す
る
研
究
を
精
力
的
に
進

め
て
い
る
。

（
３
）

考
古
学
の
成
果
に
よ
っ
て
、
中
世
に
な
る
と
安
価
な
渋
下
地
漆
器
の
使
用
が
庶
民
に

ま
で
広
が
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

た
だ
、
現
状
で
は
、
中
世
に
お
け
る
漆
の
用
途
に
つ
い
て
は
、
漆
器
へ
の
使
用
に
関
し
て
議
論
が

集
中
し
て
お
り
、
中
世
に
お
け
る
漆
の
多
様
な
用
途
は
十
分
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
一
方
で
、

近
世
に
つ
い
て
は
、
北
野
信
彦
氏
が
漆
器
だ
け
で
は
な
く
、
建
造
物
へ
の
漆
の
使
用
に
つ
い
て
も
精

力
的
に
研
究
を
進
め
て
い
る
。

（
４
）

中
世
に
お
い
て
も
、
漆
は
漆
器
の
塗
料
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
建
築
材
の
塗
料
や
接
着
剤
と
し

て
も
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
建
築
材
の
塗
料
や
接
着
剤
と
し
て
の
漆
の
使
用
に
関
す
る

研
究
は
乏
し
い
。

右
の
四
柳
氏
の
研
究
も
多
く
は
漆
器
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
漆
の
多
様
な
用
途
を
十
分
に
説

明
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
筆
者
も
別
稿
で
中
世
の
漆
器
製
作
工
程
の
復
原
を
試
み
た

が
、

（
５
）

漆
器
以
外
の
漆
の
用
途
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
て
お
ら
ず
、
本
稿
で
追
究
し
た
い
と
考
え

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
研
究
の
状
況
に
あ
っ
て
、
漆
に
関
す
る
研
究
を
よ
り
深
化
さ
せ
、
中
世
の
生
活
を

幅
広
く
論
じ
る
た
め
に
も
、
漆
の
利
用
方
法
に
つ
い
て
多
く
の
側
面
か
ら
検
討
す
る
こ
と
は
必
要

だ
と
考
え
る
。

そ
の
他
、
漆
と
共
に
塗
料
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
柿
渋
に
つ
い
て
も
、
今
井
敬
潤

氏
の
研
究
が
あ
る
が
、
中
世
に
つ
い
て
は
十
分
に
文
献
史
料
が
残
っ
て
お
ら
ず
、
不
明
な
部
分
が

多
い
。

（
６
）

中
世
の
漆
器
や
衣
類
に
関
す
る
柿
渋
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
も
存
在
す
る
が
、

中
世
の
建
築
材
へ
の
柿
渋
の
利
用
に
つ
い
て
言
及
し
た
研
究
は
管
見
の
限
り
皆
無
に
近
い
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
先
学
の
欠
を
補
い
、
漆
及
び
柿
渋
の
用
途
を
よ
り
広
く
明
ら
か
に
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
、
建
築
に
用
い
ら
れ
た
漆
・
柿
渋
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。
建
築
の
中
で
も
特
に
、
襖
・

障
子
へ
の
漆
及
び
柿
渋
の
利
用
に
焦
点
を
絞
っ
て
検
討
を
進
め
た
い
。
そ
の
理
由
は
、
漆
及
び
柿

渋
が
襖
や
障
子
に
塗
ら
れ
た
こ
と
を
記
し
た
史
料
が
、
数
少
な
い
な
が
ら
も
存
在
す
る
か
ら
で
あ

る
。
襖
及
び
障
子
へ
の
漆
の
利
用
は
、
漆
が
漆
器
の
塗
料
以
外
に
も
利
用
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
で

き
る
貴
重
な
事
例
の
一
つ
で
あ
る
。
本
稿
で
提
示
す
る
史
料
に
よ
り
、
中
世
に
お
け
る
漆
及
び
柿

渋
の
建
築
塗
料
と
し
て
の
実
態
の
一
部
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

以
下
、
第
一
章
で
は
、
古
代
に
お
い
て
漆
が
障
子
等
に
塗
ら
れ
た
こ
と
を
確
認
し
、
第
二
章
で

は
、
中
世
に
お
い
て
も
漆
及
び
柿
渋
が
建
築
塗
料
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
　
　

一　

古
代
に
お
け
る
建
築
塗
料
と
し
て
の
漆

漆
は
古
代
よ
り
建
築
塗
料
と
し
て
用
い
ら
れ
た
よ
う
だ
。
た
と
え
ば
、
『
竹
取
物
語
』
に
お
い
て
、

か
ぐ
や
姫
に
求
婚
し
た
大
納
言
大
伴
の
み
ゆ
き
は
、
か
ぐ
や
姫
を
家
に
迎
え
る
た
め
、
「
う
る
は

漆
・
柿
渋
と
襖
障
子
・
明
障
子 

―
―
中
世
に
お
け
る
建
築
塗
料
と
し
て
の
漆
・
柿
渋
の
使
用
に
つ
い
て
―
―渡
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し
き
屋
を
造
り
給
て
、
漆
を
塗
り
、
ま
き
ゑ
」
を
し
た
。

（
７
）

漆
を
塗
っ
た
場
所
は
不
明
だ
が
、
貴

族
た
ち
は
屋
敷
に
漆
を
塗
り
、
蒔
絵
を
施
す
こ
と
が
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
梅
沢
本

『
栄

花
物
語
』
に
も

「
御
屏
風
ど
も
に
は
、
黄
な
る
唐
綾
を
張
ら
せ
給
へ
り
。
下
絵
し
て
、
さ
る
べ
き

心
ば
へ
あ
る
事
ど
も
を
、
権
大
納
言
さ
ま
ざ
ま
に
書
き
給
へ
り
。
縁
に
は
唐
の
錦
の
地
青
き
を
せ

さ
せ
給
へ
り
。
襲
に
は
皆
蒔
絵
し
た
り
」
と
あ
る
。

（
８
）

襲
は
屏
風
の
縁
と
す
る
木
で
あ
り
、
そ
こ
に

漆
が
塗
ら
れ
、
蒔
絵
が
施
さ
れ
て
い
た
。

古
代
末
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
時
期
に
、
明
障
子
に
漆
が
塗
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
平
安

末
期
に
源
雅
亮
が
記
し
た

『
満
佐
須
計
装
束
抄
』
の
寝
殿
の
調
度
に
関
し
て
述
べ
た
記
述
よ
り

う
か
が
え
る
。
そ
こ
に
は
、
「
は（

柱

）

し
ら
を
た
て
ま
は
し
て
、
か（

鴨

居

）

も
ゐ
を
を

（
置
）

き
て
の
ち
、
ぬ（

漆

子

）

り
ご
の

あ（

明

障

子

）

か
り
さ
う
じ
を
ま

（
間
）

ご
と
に
お（

覆

）ほ
ふ
」
と
あ
る
。

（
９
）

漆
子
の
明
障
子
と
あ
り
、
障
子
の
枠
の
部
分
（
框
・

桟
）
等
に
漆
が
塗
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

『
満
佐
須
計
装
束
抄
』
で
確
認
で
き
た
よ
う
に
、
古
代
に
お
い
て
も
漆
は
明
障
子
の
枠
を
塗
る

た
め
に
用
い
ら
れ
た
。
漆
を
塗
る
こ
と
で
、
建
築
材
に
装
飾
性
だ
け
で
な
く
、
防
水
や
防
虫
効
果

を
付
加
で
き
た
。
た
だ
、
漆
を
塗
る
場
合
、
下
地
・
中
塗
り
・
上
塗
り
等
の
工
程
が
必
要
で
あ
り
、

高
価
な
漆
を
何
度
も
塗
り
重
ね
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
多
大
な
費
用
が
必
要
だ
っ
た
。）

（1
（

そ
の
た
め
、

古
代
で
は
建
造
物
等
へ
の
漆
の
使
用
は
一
部
の
上
流
階
級
に
限
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
。

次
章
で
は
、
文
献
史
料
に
よ
っ
て
中
世
に
お
け
る
襖
や
障
子
に
漆
を
塗
っ
た
こ
と
を
確
か
め
た
い
。

中
世
に
な
る
と
漆
だ
け
で
な
く
、
柿
渋
も
建
築
塗
料
と
し
て
用
い
ら
れ
た
よ
う
だ
。
漆
と
柿
渋
は
、

建
築
塗
料
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
の
か
を
検
討
し
た
い
。

　
　
　

二　

中
世
に
お
け
る
建
築
塗
料
と
し
て
の
漆

・
柿
渋

中
世
に
お
い
て
、
襖
障
子
に
漆
が
塗
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
具
体
的
に
分
か
る
史
料
と
し
て

『
大

徳
寺
真
珠
庵
文
書
』
の

「
妙
超
宗
峯
百
年
忌
銭
下
行
帳
」
を
取
り
上
げ
た
い
。）

（（
（

こ
の
史
料
は
、

漆
等
が
建
築
塗
料
と
し
て
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
か
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
。
以
下
に
関
係

部
分
を
掲
げ
る
。

【
史
料
１
】

龍

□寳
開
山
國
師
百
秊
忌
銭
下
行
帳

永
享
八
秊
辰
丙
臘
月
廿
二
日
、
預
於
十
一
月
念
二
日
、

　
　
　

（
中
略
）

　
　
　
　
　

□就
□于　
亟
丈

　
　
　
　
　

御（
足

利

義

教

）

所
御
成
之
下
行

（
中
略
）

三
百
五
十
文　
　
　
　
　
　
　

漆　

襖
障
子
之
縁
塗

廿　
　
　

文　
　
　
　
　
　
　

柿
渋　

同

（
後
略
）

右
の
史
料
は
永
享
八
年

（
一
四
三
六
）
の
も
の
で
あ
り
、
「
御（

足

利

義

教

）

所
御
成
之
下
行
」
と
い
う
項
目

の
中
に

「
三
百
五
十
文　

漆　

襖
障
子
之
縁
塗
」
及
び

「
廿
文　

柿
澁　

同
」
と
あ
る
。
こ
の
記

載
に
よ
っ
て
、
襖
障
子
の
縁

（
框

・
桟
）
を
塗
る
際
に
祭
漆
と
柿
渋
が
塗
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

右
の
史
料
で
は
、
漆
と
柿
渋
が

「
襖
障
子
之
縁
塗
」
に
用
い
ら
れ
た
よ
う
だ
が
、
漆
と
柿
渋
を

ど
の
よ
う
に

「
縁
塗
」
に
使
用
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
検
討
し
て
み
よ
う
。

柿
渋
の
研
究
を
進
め
る
今
井
敬
潤
氏
は
、
十
八
世
紀
以
降
の
史
料
に
よ
っ
て
、
建
築
塗
料
と

し
て
の
柿
澁
を
論
じ
て
い
る
。）

（1
（

現
状
、
先
学
の
研
究
で
は
、
近
世
以
前
の
建
築
塗
料
と
し
て
の
柿

渋
に
つ
い
て
全
く
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
別
の
視
点
か
ら
中
世
に
お
け
る
建
築
材
へ

の
漆
と
柿
渋
の
利
用
に
つ
い
て
以
下
で
考
え
て
み
た
い
。

右
の
襖
障
子
の
よ
う
に
、
中
世
に
お
い
て
漆
と
柿
渋
が
塗
料
と
し
て
共
に
用
い
ら
れ
た
も
の
に
、

渋
下
地
漆
器
が
あ
る
。
四
柳
嘉
章
氏
等
の
研
究
に
よ
り
、
十
一
～
十
二
世
紀
に
か
け
て
、
漆
器

の
下
地
に
漆
の
代
用
品
と
し
て
柿
渋
を
使
い
、
そ
の
上
に
漆
を
一
～
二
回
程
度
塗
る
渋
下
地
漆

器
が
登
場
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。）

（1
（

こ
の
技
法
の
特
徴
は
、
柿
渋
を
漆
の
代
用
品
と
す
る

こ
と
で
、
漆
の
使
用
量
を
節
約
し
、
費
用
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
点
に
あ
る
。
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各
地
で
漆
及
び
柿
渋
の
利
用
に
関
し
て
現
地
調
査
を
行
っ
た
今
井
敬
潤
氏
や
須
藤
護
氏
は
、

民
家
の
柱
や
鴨
居
等
に
柿
渋
を
塗
り
、
そ
の
上
か
ら
漆
を
塗
っ
た
も
の
が
あ
る
こ
と
を
報
告
し
て

い
る
。
両
氏
は
、
渋
下
地
漆
器
に
お
け
る
渋
下
地
の
技
法
は
、
建
築
材
に
柿
渋
を
塗
り
、
そ
の

上
に
漆
を
塗
る
技
法
と
関
連
が
あ
る
と
推
測
し
て
い
る
。）

（1
（

今
井
敬
潤
氏
や
須
藤
護
氏
の
説
を
踏
ま
え
る
と
、
十
二
世
紀
頃
よ
り
登
場
し
た
渋
下
地
漆
器

と
類
似
し
た
技
法
が
、
先
の

「
襖
障
子
之
縁
塗
」
の
際
に
も
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
右
の
史
料
１
に
お
い
て
も
、
柿
渋
が
最
初
に
襖
障
子
の
縁
に
塗
ら
れ
、
そ
の
上

か
ら
漆
が
塗
ら
れ
た
と
考
え
た
い
。
従
来
、
渋
下
地
の
技
法
が
漆
器
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
の
み

注
目
が
集
ま
っ
て
い
た
が
、
襖
障
子
等
に
も
類
似
の
技
法
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
、
「
妙
超
宗
峯
百

年
忌
銭
下
行
帳
」
に
よ
っ
て
確
認
で
き
た
。

右
の

「
妙
超
宗
峯
百
年
忌
銭
下
行
帳
」
の
他
に
も
漆
が
襖
障
子
や
明
障
子
に
塗
ら
れ
た
こ
と

を
推
測
で
き
る
史
料
は
数
点
残
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
山
科
教
言
の
日
記
で
あ
る

『
教
言
卿

記
』
応
永
十
三
年

（
一
四
〇
六
）
閏
六
月
廿
一
日
条
に
も

「
庵
障
子
ヲ
ソ
ヘ
等
源
阿
ミ
・
松
本

相
共
塗
之
」
と
あ
る
。）

（1
（

「ヲ
ソ
ヘ
」
は
襲
の
こ
と
で
あ
り
、
障
子
の
枠
木
の
こ
と
を
指
す
。
お
そ
ら
く
、

「
庵
障
子
」
の
枠
木
に
漆
を
塗
っ
た
の
だ
ろ
う
。
『
山
科
家
礼
記
』
に
柿
渋
の
記
事
が
頻
出
す
る
こ

と
を
考
え
る
と
、
柿
渋
が
下
地
と
し
て
用
い
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
武
者
小
路
穰
氏
に
よ
れ

ば
、
十
五
世
紀
頃
ま
で
は
史
料
上
で

「
障
子
」
と
記
載
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
は
襖
を
指
す
と
い

う
。）

（1
（

武
者
小
路
氏
は
、
障
子
が
明
障
子
の
こ
と
を
指
す
よ
う
に
な
る
の
は
十
六
世
紀
以
降
だ
と

す
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
右
の

「
庵
障
子
」
は
襖
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

障
子
の
襲

（
枠
木
）
を
塗
っ
た
後
、
七
月
四
日
に
は

「
庵
唐
紙
師
」
が
来
て
障
子
を
張
っ
て
い

る
。
翌
日
に
は
、
番
匠
の
小
三
郎
が

「
庵
障
子
ヲ
ソ
ヘ
」
を
打
ち
、
「
障
子
」
（
襖
）
が
出
来
上
が

っ
た
。）

（1
（

襖
に
紙
を
張
る
作
業
は
唐
紙
師
が
行
い
、
番
匠
が
骨
組
み
を
担
当
し
た
。
上
記
の
記
事

よ
り
、
こ
の
当
時
、
襖
の
製
作
が
唐
紙
師
と
番
匠
の
分
業
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

天
正
十
二
年

（
一
五
八
四
）
の

「
正
法
山
妙
心
禅
寺
米
銭
納
下
帳
」
に
も

「
四
百
文　

同
、

塗
賃　

客
殿
障
子
縁
四
本
分
」
と
あ
り
、）

（1
（

こ
こ
で
も
客
殿
の
障
子
の
縁
を
塗
っ
て
い
る
。
同
文
書

の
別
の
箇
所
に
は

「
参
百
文　

漆
賣　

客
殿
塗
縁
之
用
、
塗
師
等
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
客
殿

障
子
縁
」
は
塗
師
に
よ
っ
て
漆
が
塗
ら
れ
た
と
考
え
た
い
。
武
者
小
路
氏
の
説
に
従
え
ば
、
十
六

世
紀
の
史
料
で
あ
る

「
正
法
山
妙
心
禅
寺
米
銭
納
下
帳
」
に
記
載
さ
れ
た

「
障
子
」
は
襖
で
は

な
く
、
明
障
子
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

右
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
襖
障
子
や
明
障
子
に
用
い
ら
れ
る
漆
や
柿
渋
は
、
市
場
等
で
購
入

さ
れ
、
塗
師
等
に
渡
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
だ
。
た
だ
、
建
築
材
に
用
い
ら
れ
る
柿
渋
は

市
場
等
で
購
入
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
が
、
塗
師
が
自
ら
柿
渋
を
作
り
、
用
い
る
こ
と
も
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
天
文
十
五
年

（
一
五
四
六
）
十
月
二
日
付
で

「
塗
師
御
大
工
左
衛
門
太
郎
」
へ

宛
て
ら
れ
た
今
川
家
朱
印
状
で
は
、
「
塗
師
御
大
工
」
に
渋
柿
の
催
促
を
許
可
さ
れ
た
こ
と
が
分

か
る
。
催
促
し
て
得
ら
れ
た
渋
柿
を
つ
か
っ
て
柿
渋
を
作
っ
た
の
だ
ろ
う
。
柿
渋
は
、
渋
柿
を
搗
き
、

水
を
入
れ
て
一
夜
置
い
た
後
に
搾
る
こ
と
で
得
ら
れ
た
。）

（1
（

以
下
に
、
今
川
家
が

「
塗
師
御
大
工
」

に
渋
柿
を
催
促
す
る
こ
と
を
許
可
し
た
文
書
の
全
文
を
掲
げ
、
内
容
を
確
認
し
た
い
。）

11
（

【
史
料
２
】

〇　

渋

（
朱
印
・印
文
「
如
律
令
」）

柿
之
事
、

如
毎
年
令
催
促
可
請
□

（
取
ヵ
）

之
者
也
、
仍
如
件
、

天
文
十
五十

月
二
日

塗
師
御
大
工

左
衛
門
太
郎

　

右
の
史
料
で
は
、
「
如
毎
年
令
催
促
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
塗
師
大
工
の
左
衛
門
太
郎
は
、

例
年
渋
柿
を
催
促
し
、
収
納
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
収
納
し
た
渋
柿
か
ら
柿
渋
を

作
り
、
そ
の
柿
渋
を
塗
料
と
し
て
用
い
た
と
考
え
た
い
。）

1（
（

左
衛
門
太
郎
が
塗
師
大
工
で
あ
る
こ
と

を
考
え
る
と
、
柿
渋
や
漆
を
建
築
材
に
も
用
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。

以
上
、
中
世
の
史
料
に
よ
っ
て
、
漆
及
び
柿
渋
が
建
築
塗
料
と
し
て
襖

・
障
子
に
用
い
ら
れ
る
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場
合
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
渋
下
地
の
技
法
は
、
漆
器
だ
け
で
な
く
建
築
の
分
野
で
も
用

い
ら
れ
て
お
り
、
従
来
認
識
さ
れ
て
い
た
漆
器
と
い
う
範
囲
よ
り
も
広
範
囲
に
用
い
ら
れ
た
こ
と

が
確
認
出
来
た
。

た
だ
、
襖
や
障
子
を
始
め
と
す
る
建
築
材
に
漆
及
び
柿
渋
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
史
料

は
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
近
世
の
建
造
物
や
民
俗
事
例
に
も
目
を
向
け
、
漆
や
柿
渋
が
建

築
塗
料
と
し
て
ど
の
よ
う
な
地
域
で
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
使
用
さ
れ
た
の
か
も
確
認
し
て
お
き

た
い
。
近
世
の
建
造
物
の
事
例
や
民
俗
調
査
に
お
け
る
聞
き
書
き
の
事
例
を
そ
の
ま
ま
中
世
に
遡

ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
中
世
に
お
け
る
建
築
塗
料
と
し
て
の
漆
及
び
柿
渋
の
利
用
を
考
え

る
に
あ
た
り
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。

北
野
信
彦
氏
等
の
調
査
に
よ
っ
て
、
近
世
の
歴
史
的
な
木
造
建
造
物
に
は
、
漆
・
乾
性
油
・
膠
・

柿
渋
等
が
塗
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。）

11
（

そ
の
他
、
近
世
末
の
民
家
建
造
物
（
小

野
家
住
宅
、
長
野
県
塩
尻
市
）
に
も
、
溶
剤
と
し
て
の
柿
渋
や
植
物
性
油
脂
に
着
色
剤
と
し
て

の
松
煙
墨
や
ベ
ン
ガ
ラ
を
混
ぜ
た
塗
料
が
塗
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。）

11
（

民
俗
学
者
の
宮
本
常
一
氏
は
、
積
雪
が
多
く
相
対
湿
度
の
高
い
日
本
海
沿
岸
の
地
域
性
と
し

て
、
柱
や
板
戸
へ
柿
渋
を
塗
り
、
そ
の
上
に
漆
を
塗
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。）

11
（

今
井
敬
潤
氏
も

現
地
調
査
に
お
い
て
、
湿
度
の
高
い
北
陸

・
山
陰
地
方
等
で
は
防
腐
の
た
め
漆
や
柿
渋
を
建
築
塗

料
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
一
般
的
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。）

11
（

柿
渋
を
用
い
る
こ
と
で
、

漆
の
使
用
量
を
少
な
く
し
、
費
用
を
抑
え
る
目
的
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
上
記
の
民
俗
事
例
を
参

照
す
る
と
、
中
世
に
お
い
て
も
襖
や
障
子
の
框

・
桟
に
柿
渋
を
塗
る
こ
と
で
虫
食
い
や
腐
食
を
防

ぐ
こ
と
が
で
き
、
柿
渋
の
上
か
ら
漆
を
塗
る
こ
と
で
華
や
か
さ
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
た
い
。

本
稿
で
は
、
中
世
史
料
に
よ
っ
て
襖
障
子
に
お
け
る
漆
及
び
柿
渋
の
利
用
を
確
認
で
き
た
だ
け

だ
が
、
お
そ
ら
く
は
中
世
に
お
い
て
も
襖
の
縁
だ
け
で
な
く
、
柱
等
に
も
漆
や
柿
渋
は
用
い
ら
れ

た
だ
ろ
う
。
中
世
に
お
い
て
も
湿
度
の
高
い
地
域
で
は
、
建
築
材
の
防
腐
を
防
ぐ
ニ
ー
ズ
は
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
建
築
材
に
漆
を
塗
り
重
ね
る
た
め
に
は
多
大
の
費
用
が
必
要
で
あ
っ
た
。

中
世
に
な
る
と
、
渋
下
地
漆
器
の
普
及
が
示
す
よ
う
に
、
下
地
に
漆
を
使
う
替
わ
り
に
柿
渋

を
使
用
す
る
技
法
が
登
場
し
、
広
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
柿
渋
を
漆
の
代
用
と
し
て
下
地
に
使

う
こ
と
で
、
費
用
を
抑
え
つ
つ
、
防
腐

・
防
虫
効
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
渋
下
地
の
技

法
が
登
場
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
漆
の
節
約
が
可
能
と
な
り
、
中
世
と
い
う
時
代
に
幅
広
い
階
層

の
人
々
が
住
居
に
漆
を
塗
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　

お
わ
り
に

以
上
、
漆
が
襖
や
障
子
等
に
塗
料
と
し
て
用
い
ら
れ
た
事
例
を
確
認
し
た
。
『
満
佐
須
計
装
束

抄
』
の
記
述
よ
り
、
平
安
末
期
頃
に
は
明
障
子
に
漆
が
塗
ら
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

ま
た
、
『
大
徳
寺
真
珠
庵
文
書
』
の

「
妙
超
宗
峯
百
年
忌
銭
下
行
帳
」
に
よ
っ
て
、
室
町
期

に
は
襖
障
子
の
縁
に
漆
と
共
に
柿
渋
が
塗
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
こ
の
史
料
に
よ
っ
て
、

柿
渋
の
建
築
塗
料
と
し
て
の
利
用
は
室
町
期
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
確
実
と
な
っ
た
。
加
え
て
、
中

世
に
お
い
て
も
、
柿
渋
を
下
地
と
し
て
塗
り
、
そ
の
上
に
漆
を
塗
る
技
法
は
、
渋
下
地
漆
器
だ
け

で
な
く
、
襖

・
障
子
等
に
も
行
わ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

漆
を
節
約
す
る
渋
下
地
の
技
法
が
建
造
物
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
、
幅
広
い
階

層
の
人
々
が
住
居
等
に
漆
を
塗
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
襖

障
子
へ
の
渋
下
地
技
法
の
適
用
を
確
認
す
る
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
上
記
の
点
は
今
後
の
研

究
課
題
と
し
た
い
。

（
１
）　

網
野
善
彦
「
栗
と
漆
」
（
同
『
中
世
民
衆
の
生
業
と
技
術
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
、
初
出
は
一
九
九
七
年
）
。

（
２
）　

川
戸
貴
史

「
中
世
後
期
荘
園
の
経
済
事
情
と
納
入
年
貢
の
変
遷
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
七
八
〇
号
、
二
〇
〇
三
年
）
、

飯
分
徹

「
新
見
荘
の
漆
」
（
海
老
澤
衷

・
高
橋
敏
子
編

『
中
世
荘
園
の
環
境

・
構
造
と
地
域
社
会
』
勉
誠
出
版
、

二
〇
一
四
年
）
、
拙
稿

「
荘
園
制
下
の
漆
木
栽
培
と
漆
掻
き
」
（
『
鎌
倉
遺
文
研
究
』
第
三
〇
号
、
二
〇
一
二
年
）
。

（
３
）　

四
柳
嘉
章

『
漆
Ⅰ

・
Ⅱ
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
六
年
。

（
４
）　

北
野
信
彦
・
本
多
貴
之
・
佐
藤
則
武

「
初
期
の
日
光
社
寺
建
造
物
に
使
用
さ
れ
た
赤
色
塗
装
材
料
に
関
す
る
調
査
」

（
『
保
存
科
学
』
第
四
九
号
、
二
〇
〇
九
年
）
等
。

（
５
）　

拙
稿

「
中
世
に
お
け
る
漆
器
製
作
工
程
の
復
原
」
（
『
日
本
歴
史
』
第
八
〇
一
号
、
二
〇
一
五
年
）
。

第Ⅰ部　歴史を歩く
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（
６
）　

今
井
敬
潤

『
柿
渋
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
三
年
。

（
７
）　

阪
倉
篤
義
校
訂

『
竹
取
物
語
』
岩
波
文
庫
、
一
九
七
〇
年
。

（
８
）　

松
村
博
司
校
注

『
栄
花
物
語
全
注
釈
五
』
角
川
書
店
、
一
九
七
五
年
。

（
９
）　

「
満
佐
須
計
装
束
抄
」
（
塙
保
己
一
編

『
群
書
類
従　

第
八
輯
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
三
二
年
）
。

（
１０
）　

十
四
世
紀
末
～
十
五
世
紀
初
頭
の
京
都
で
売
買
さ
れ
た
品
目
を
書
き
上
げ
た

「
諸
芸
方
代
物
附
」
に
よ
れ
ば
、

漆
一
駄

（
二
十
四
升
）
が
十
六
貫
で
取
引
さ
れ
た
と
い
う

（
「
諸
芸
方
代
物
附
」
（
『
続
群
書
類
従　

第
三
十
三
輯

上　

雑
部
』
）
。

（
１１
）　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編

『
大
日
本
古
文
書
家
わ
け
第
十
七　

大
徳
寺
文
書
別
集
真
珠
庵
文
書
之
八
』

一
一
〇
四
号
文
書

「
妙
超
宗
峯
百
年
忌
銭
下
行
帳
」
。

（
１２
）　

前
掲
注
６
今
井
敬
潤

『
柿
渋
』
一
〇
一
～
一
〇
七
ペ
ー
ジ
。

（
１３
）　

前
掲
注
３
四
柳
嘉
章

『
漆
Ⅰ
』
一
八
三
～
一
八
七
ペ
ー
ジ
。

（
１４
）　

前
掲
注
６
今
井
敬
潤
『
柿
渋
』
一
二
〇
～
一
二
一
ペ
ー
ジ
、
須
藤
護
「
柿
渋
と
ベ
ン
ガ
ラ
、
漆
塗
り
」
（
田
村
善
次
郎
・

宮
本
千
晴
監
修

『
宮
本
常
一
と
あ
る
い
た
昭
和
の
日
本　

二
三
』
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
二
〇
一
二
年
）
。

（
１５
）　

臼
井
信
義

・
嗣
永
芳
照
校
訂

『
教
言
卿
記　

第
一
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
〇
年
）
応
永
十
三
年
閏

六
月
廿
一
日
条
。

（
１６
）　

武
者
小
路
穰

『
襖
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
二
年
、
五
七
～
六
二
ペ
ー
ジ
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
宣
教
師
に
よ
っ

て
十
七
世
紀
初
頭
に
発
行
さ
れ
た

『
日
葡
辞
書
』
で
は
、
明
障
子

・
襖
障
子

・
障
子
の
三
語
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

障
子
（Xo

ji

）
は
紙
の
戸
と
し
て
解
説
さ
れ
て
お
り
、
襖
・
障
子
の
ど
ち
ら
か
は
明
記
し
て
い
な
い
。
十
六
世
紀
以
後
は
、

障
子
が
明
障
子
を
指
す
よ
う
に
な
る
と
い
う
武
者
小
路
氏
の
説
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
研
究
が
必
要
だ
と
考
え
る
。

（
１７
）　

『
教
言
卿
記　

第
一
』
応
永
十
三
年
七
月
四
日
条
、
七
月
五
日
条
。

（
１８
）　

「
正
法
山
妙
心
禅
寺
米
銭
納
下
帳
」
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編

『
大
日
本
史
料
第
十
一
編
之
十
二
』
（
東
京

大
学
、
一
九
六
一
年
）
。

（
１９
）　

近
世
の
史
料
だ
が
、
『
雍
州
府
志
』
巻
六

（
『
続
々
群
書
類
従
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
〇
年
）
に
は
、

渋
柿
を
買
い
、
「
去
其
蔕
、
舂
杵
之
、
以
布
嚢
搾
取
其
油
、
是
謂
一
番
渋
、
又
称
木
渋
」
と
あ
る
。
柿
の
蔕
を
取
り
、

柿
を
搗
い
た
後
、
搾
っ
て
柿
渋
を
得
て
い
た
。
中
世
で
も
渋
柿
を
搗
き
、
そ
れ
か
ら
搗
い
た
柿
を
搾
っ
て
柿
渋
を
作

っ
た
よ
う
だ
。
た
と
え
ば
、
『
山
科
家
礼
記
』
（
豊
田
武

・
飯
倉
晴
武
校
訂

『
山
科
家
礼
記　

第
五
』
続
群
書
類

従
完
成
会
、
一
九
七
三
年
）
延
徳
三
年
七
月
四
日
条
に

「
野
口
ヨ
リ
カ（

柿

渋

）

キ
シ
ブ
ノ
柿
二
三
出
之
、
即
ツ
カ
セ
候
也
」

と
あ
る
。

（
２０
）　

『
静
岡
市
史
中
世
近
世
史
料
二
』
（
静
岡
市
役
所
、
一
九
八
一
年
）
一
一
九
号
文
書

「
塗
師
御
大
工
左
衛
門
太

郎
宛
印
判
状
」
。

（
２１
）　

前
掲
注
（1
で
引
用
し
た
よ
う
に
、
『
山
科
家
礼
記
』
に
は
柿
を
搗
い
て
柿
渋
を
作
っ
た
記
事
が
散
見
さ
れ
る
。
中

世
で
は
、
自
家
で
渋
柿
か
ら
柿
渋
を
作
る
こ
と
が
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
２２
）　

前
掲
注
４
北
野
信
彦

・
本
多
貴
之

・
佐
藤
則
武
論
文
。

（
２３
）　

北
野
信
彦

・
本
多
貴
之

・
梅
津
秀
基

「
民
家
建
造
物
に
お
け
る
伝
統
的
な
塗
装
材
料
の
調
査
と
修
理
」
（
『
保
存

科
学
』
第
五
二
号
、
二
〇
一
二
年
）
。

（
２４
）　

宮
本
常
一

『
塩
の
道
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
八
五
年
。

（
２５
）　

前
掲
注
６
今
井
敬
潤

『
柿
渋
』
一
〇
七
～
一
二
二
ペ
ー
ジ
。

（
元
九
州
大
学
院
生
）
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